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　法律学に正解はない。このことが本書で一番強調したいことであ
る。
　1年生向けの「法学」の講義を担当した経験では，高校までの科
目の勉強でそうであったように，既成の知識を教えてもらうという
姿勢で講義や法律書に臨む学生が少なくない。しかし，法律学は，
そもそも，理科系の学問のように「真理」発見の科学ではないので
ある。法律学とは，利己的で，場合によっては邪悪な心が顔を出す
不完全な人間によって形成されている社会にいかに秩序を与えるか
を考える学問であり，これが「正解」ですとはとても言えない人間
臭いものである。したがって，常に見解は対立し，その対立する議
論の中にこそ法律学があると言うことができよう。
　法律学において重要なことは，結論自体ではなく，その結論の根
拠付けである。要するに，法律学は説得の学問なのである。民主主
義国家では，多数を説得できればそれは法律として通用する。現実
の裁判でも，原告と被告の双方に弁護士がついて相異なる結論を導
くためにそれぞれ理路整然とした主張を展開し，裁判所も，地裁，
高裁，最高裁がそれぞれきちんとした判決理由に基づいて異なる結
論を出し（最高裁では反対意見が付けられることもある），さらに，そ
れを法学者が批判するということはよくみられることである。
　もちろん，妥当な結論とそうでない結論はある。一国の法秩序は，
憲法を頂点として論理的整合性を持っているので，全体の中で相対
的にあるべき位置が決まってくるからである。法解釈とは，そのよ
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うなあるべき妥当な線を模索することである。議論の落ちつき先を
どのように見つけるか，法律学が「科学」であれば必然的に決まる
はずであるが，そのようには決まらないところに法律学の面白さが
あるのである。
　なお，結論のあり方について付言しておくと，法律学においては，
人々が驚くような突飛な結論は一般には妥当とは言えない。理科系
の学問では，びっくりするような結論であればあるほど，すばらし
い功績となるのであるが，社会に秩序を与えるべき法律学が人を驚
かすようでは困るからである。重要なことは，同じ結論でも，いか
に座りのいい説明を与えるかである。
　本書では，10の問題を通じて，法律学の面白さに触れてもらう
ことを意図している。大切なことは自分で考えることである。問題
を頭の片隅に置いて一日くらい折に触れて考えてもらいたい。その
ことを実践してもらえたならば，本書の目的の大半は達成される。
解説の部分は関連資料と筆者の考えを参考までに付けているだけで
ある。自分で考えずにすぐに解説部分を読むのであれば，時間の無
駄である。読んで知識を得ようというのであれば，もっとためにな
る本はたくさんある。本当に自分で考えた後に解説を読んで自分の
結論及び理由付けと比較してもらいたい。そのときには，きっと，
最初に考えた時とは違う，一つ上のレベルに到達しているはずであ
る。
　では，問題に入ろう。
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分け方



2　問題 1　ケーキの分け方

　じゅん君は，サッカー・クラブの練習から帰って，「あー，おな
かがすいた」と言うと，手も洗わず，冷蔵庫に直行しました。ド
アを開けると，ありました，きのう叔母さんが持って来てくれた
ケーキのうち余ったのが 1つ。思わず，「ケーキ！」と大きな声を
出してしまいました。じゅん君は，すぐにしまったと思いました。
隣の部屋に，さっきからおとなしくお絵かきをしていた弟のだい
君がいたのです。だい君は，「ぼくもケーキ！」と叫びながら飛ん
できました。さあ大変です。テーブルの上に出されたその 1つの
ケーキをはさんで，兄弟げんかがまさに始まろうとしています。
　さて，お母さんは，どうすればいいでしょうか。2つに切ろう
にも，それは，大きないちごが 1つのった三角のショートケーキ
で，しかも，冷蔵庫の中でひっくりかえって，クリームが片寄っ
てしまっています。とてもちゃんと半分には切れません。どのよ
うな方法でこの「紛争」を解決すればいいでしょうか。
　すぐに答えがわかってしまったという人のために，では，じゅ
ん君とだい君に妹のまゆちゃんがいる場合，3人で 1つのケーキ
を分ける方法について考えてみて下さい。

＊　　　＊　　　＊

　すぐに次を読まないで，自分自身で考えることが大切です。

1　いろいろな方法

　まず，2人の兄弟の間の紛争解決について考えてみよう。これに
は，いくつかの解決方法があり得る。
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　おにいちゃんだから……
　第 1に，「おにいちゃんなんだから，我慢しなさい」と言って，
弟に全部あげる，という処理が考えられる。判断権を持つ者，この
場合はお母さんに，物理的な力を背景にして，結論に対する批判を
一切許さないほどの絶大な権力があるのであれば，これでも表面的
には紛争解決となるであろう。しかし，年齢が上であることとケー
キに対する需要の大小は関係しないので，この判断基準はあまりに
合理性を欠き，いずれ，判断を受ける側の信頼を失い，紛争解決の
システム自体の崩壊を招くことになるであろう。親子関係であれば，
反抗期で親の言うことを聞かなくなるということですむが，社会シ
ステムの場合には，革命が起こるかもしれない。

　早い者勝ち
　第 2に，早く見つけたということを理由に，じゅん君に全部あげ
るという紛争解決方法がある。早い者勝ちというルールは，一定の
場合には合理性を有している。たとえば，「所有者のない動産は，
所有の意思をもって占有することによって，その所有権を取得す
る」と定める民法 239条 1項は，誰の物でもないものは，早く見つ
けて所有の意思をもって占有すればその人の物になるというルール
である（ただし，同条 2項により不動産の場合は，国庫の所有となる）。
また，このルールは，「先占の法理」として，国際法上も確立して
いる。無主地の領域を取得の意思を持ち，かつ，その意思の存在を
外部に示す占有・支配などの国家活動を伴っている場合には，その
無主地に対する領域権原を原始取得するというものである。グリー
ンランドに対するデンマークの領域権原，また，1973年に火山活
動により太平洋上に出現した西之島新島に対する日本の領域権原が
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その例である。
　さらに，不動産に関する物権に関して対抗関係（この言葉について
はすぐ次に説明する）に立つ者の間の優劣を早く登記を備えた方が優
先するという基準によって解決している民法 177条も，早い者勝ち
のルールの例として挙げることができる（もっとも，立法当初の善意
悪意を問わない法文のままの適用から，たとえ早く登記を備えた者であっ

ても，いわゆる背信的悪意者など登記の欠缺を主張することが信義に反す

るような場合には早い者勝ちのルールを修正するようになってきているが，

同じ立場の者の間では依然として早い者勝ちである）。これは，たとえば，
Aが，ある不動産をまず Bに譲渡し，その後，同じ不動産を Cに

も譲渡した場合，B，Cのどちらがその不動産の所有者になるかと
いう問題について，所有者の登記がまだ Aにある間は，Bと Cと

は「対抗」関係にあるとされ，早く Aから登記の移転を受けた方
がその不動産の所有者となるというルールである。もちろん，悪い
のは Aであるから，登記の移転を受けられなかった者は，Aに対
して，売買契約の違反を理由に損害賠償を請求することはできる。
ただ，そのときに，Aが行方をくらましていたり，あるいは資産が
なくなっているときには（現実にはこのようなことが多いであろう），
まさに，早く登記の移転を受けなかったことが，そのまま損につな
がるのである（「対抗」については，道垣内弘人『リーガルベイシス民法

入門』（第 3版）418頁〔日本経済新聞出版社，2019〕参照）。
　では，ここでの問題の場合はどうであろうか。早い者勝ちという
ルールが合理的であるための必要条件の第 1は，スタートラインが
同じであることである。特定の者だけが早くできる条件を備えてい
るような場合には，このルールは不平等な結果をもたらし，妥当で
はない。ここでの問題の場合は，弟のだい君の年齢にもよるが，一
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応この点はパスすると仮定しよう。
　しかし，早い者勝ちのルールが合理的であるためには，第 2の条
件として，その対象となっている事項について勤勉である者が得を
するということが一般に是認できる場合であることが必要である。
不動産の二重譲渡を対抗要件の具備の先後によって解決するルール
は，登記について勤勉なものを優先しようとする法政策もその根拠
となっているのである。ところが，ここでの問題の場合，早くケー
キを見つけるということを奨励するようなルールは妥当とはいえな
いであろう。一度，お母さんがこのようなルールでケーキをめぐる
けんかを解決すると，それは先例となって，以後は，兄弟は競って
日に何度も冷蔵庫のドアを開け，おいしいもの（これは，ケーキに関
するルールの適用範囲次第である）を捜すということになってしまう
であろう。なお，早い者勝ちというルールはいかにも原始的なルー
ルであり，このルールが正当化できる第 3の条件として，これ以外
に適当なルールが存在しない場合であることも必要であろう。国際
法における「先占の法理」などは，やむを得ないものと言うことが
できよう。したがって，ここでの問題については，別の解決方法を
検討すべきである。

　ジャンケン
　第 3の紛争解決方法は，ジャンケンで勝った方にケーキを全部あ
げる，または，このヴァリエーションとして，お母さんがとにかく
ケーキを半分に分け（正確に半分である必要はない），ジャンケンで勝
った方が好きな方を選ぶという処理が考えられる。これは，ジャン
ケンという方法が持つ偶然性に依拠して，紛争の解決を図ろうとす
るものである。この方法は，確かに公平性は確保できるが，ルール
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というにはやはりあまりに原始的である。この方法以外に適当な方
法がないという場合の最後の解決方法と言うべきである。法律の中
にも，例外的にくじを用いて解決を図ることを定めているものがあ
る。たとえば，「当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは，
選挙会において，選挙長がくじで定める」と規定する公職選挙法
95条 2項はその例であるが，これもやむを得ない場合の最後の処
理方法としてのみ是認されているのである。

　仲裁の合意
　第 4に，ケーキを切る役割を果たす第三者を選び，その人の切り
分けた結果には文句は言わない，という合意を兄弟の間でするとい
う方法もある。この第三者は，合意さえできればお母さんでもよい
が，お母さんが信頼を得ることができなければ（お母さんのナイフ使
いの技術の稚拙さなどを理由に，いずれか一方が拒否することが考えられ

る），適当な人を捜してこなければならない。
　これは，法律上の仲裁に似た紛争解決方法である。仲裁法 13条
1項によると，当事者が和解することができる民事上の紛争につい
ては（たとえば，親子関係があるか否かという問題は，当事者があると合

意しただけではそのようには法律上は扱われず，裁判所が職権で調査して

判断しなければならないので，親子関係の確定という紛争は仲裁では解決

できない），仲裁人に争いの判断をさせる合意をすることができると
されている（もっとも，仲裁人との関係は委任契約という別の契約である

から，仲裁人は仲裁人になることを引き受けない自由がある）。仲裁は，
当事者間の紛争を裁判所で解決するのではなく，彼らで選んだ仲裁
人に解決してもらうという方法であり，仲裁の合意に反して一方が
裁判所に提訴した場合，他方の当事者が仲裁合意の存在を主張すれ
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ば，訴えは却下される（仲裁法 14条 1項）（「却下」とは訴えの内容〔本

案〕の判断に入らないで門前払いされることであり，本案について判断し

た結果その請求を認めないという判断である「棄却」とは異なる）。そし
て，司法制度としては，そのように仲裁合意を尊重する以上，最終
的な判断結果である仲裁判断も同様に尊重しなければ筋が通らない。
実際，同法 45条 1項は，「仲裁判断……は，確定判決と同一の効力
を有する」と規定している。もっとも，上記の 13条 1項は仲裁合
意の対象を「民事上の紛争」とし，法律上の争い事でなければなら
ないとしているので（そうでないと，仲裁判断が確定判決と同一の効力

を有するものにならない），ケーキを分けるという事実行為を第三者
にさせることを目的とする契約は厳密には仲裁とは言えないが，基
本的な考え方は同じである。
　この方法の最大の弱点は，第三者に任せるという合意が不可欠で
ある点である。一方が Aさんに任せたいと言うと，他方は Aさん

が相手方寄りなのではないかと疑り，逆の場合もそのような疑心暗
鬼のために話が進みにくいであろう。法律上の仲裁においても，現
実に仲裁がなされるのは，紛争発生前の契約段階で将来起こるかも
しれない紛争に備えて仲裁合意をしておいた場合がほとんどであり，
紛争が発生してから仲裁合意をすることは一般に困難である。また，
仲裁合意においても，仲裁人を 1人とはせず，当事者双方が 1人ず
つ選び，その 2人の仲裁人が第 3の仲裁人を合意で選んで，3人の
仲裁人の多数決で判断をするという仕組みにすることもよくみられ
るところである。したがって，1人のナイフに委ねざるを得ず，し
かもケーキをはさんで紛争が発生している状況下での第三者選びは
難航が予想され，一般に使える方法とは言えない＊。

＊なお，仲裁と似て非なるものとして，調停的な発想による方法があ
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る。これは，ケーキの例で言えば，第三者に一応は切ってもらって，
双方が納得できるような切り分けができれば，すなわち，兄と弟が
それぞれ別の 1つをほしがる状態になれば，双方が好きな方を食べ
ることにするが，双方とも片方をほしがるような結果に終われば，
別の解決方法を考えるという方法である。法律上の調停がそうであ
るように，この調停的方法は，強制的な色彩がないので使いやすく，
うまく紛争解決に至ることも少なからず期待できるのであるが，調
停失敗の場合には別の紛争解決方法に移行しなければならないとい
う点でオールマイティーな紛争解決方法ではない。

　取　　引
　第 5の方法として，問題のケーキを兄弟で取引するという方法も
考えられる。これは，各自，そのケーキを自分のものにできるとし
たら相手に何を渡してもよいかを考え，たとえば，自分の集めてい
るカードとか，来週の水曜日の夜 8時から 9時までのチャンネル権
などをあげるからこのケーキを自分にくれという交渉を進めてゆく
という方法である。
　ただ，これも必ずしも紛争解決に至らないという重大な欠陥があ
る。ケーキの代わりに提供できるものは，それぞれにとって，ケー
キ以下の価値しかないと思っているものに限られる。交渉過程では，
できるだけ自分にとって価値のないものから出してゆき，だんだん
とケーキの価値に近いものへとグレード・アップしてゆくことにな
ろう。もちろん，価値観は人によって異なるので，相手にとっての
ケーキ以下の価値しかないとして提供されるものが，自分にとって
はケーキ以上の価値を有することもあり得るので，そういう場合に
は取引はめでたく成立する。しかし，相手から提供されるものが自
分にとってもケーキ以下の価値しかなければ，そんなものよりケー
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キがいいということになってしまい，双方ともケーキがほしいとい
う状態が続くのである。

2　相手が分けて自分が好きな方をとるという方法

　どちらかが切り分け係になる方法
　第 6の紛争解決方法は，兄弟のうちどちらか一方が，ケーキを半
分に分け，他方がまず好きな方を選ぶという処理である。これは，
ここでの問題のような場合によく用いられる方法であり，ケーキを
分ける担当となった者は，どちらが自分の物になっても不満のない
ように分けるであろうから，他方が選ばなかった残り物を受け取る
ことに不満はないはずである，ということを前提としている。
　実際に，法律の中にもこれに似た発想を取り込んだものがある。
それは，1982年の国連海洋法条約（日本については 1996年に発効）が

深海底の開発の方法として規定している方法である。条約に基づい
て設立される国際海底機構（オーソリティー）のもとに深海底の採鉱
活動を行う国際共同企業体としてエンタープライズを作るのである
が，現実には，深海底資源の有望な区域についての情報を持ってい
るのは先進国の私企業であり，このエンタープライズにはその情報
収集の技術的裏付けがなく，エンタープライズが独力で深海底の開
発に当たるのは困難である。そこで，海洋法条約は，国際海底機構
が事業計画を承認することを条件に私企業による深海底開発も認め
る代わりに，申請者（私企業）は，採鉱操業ができる十分な広さと
商業的価値を有する 2つの鉱区を国際海底機構に預託しなければな
らないこととし，エンタープライズはそのうち一方を選択して自ら
の開発区域とし（「留保鉱区」），残りの「非留保鉱区」を申請者が開
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発するという仕組みを作ったのである（具体的には，国連海洋法条約
の附属書Ⅲ第 8条参照）。この規定の発想は，紛争解決において敗者
を作らないというシチュエーションではないが，ケーキの分け方に
おける第 6の解決方法の発想と共通するものがあると言えよう。情
報を持たない者が情報を持つ者に対して正直に情報を提供すること
を求めるのではなく（そのようなことを求めることは，正直であったか
なかったかをめぐる将来の紛争の種を蒔くことになる），どちらが自分の
物となるかわからないという状況の下で，利己心を活用して，エン
タープライズの目的を達成しようとするものなのである。国際的な
技術移転の法制度として今後も活用されるかもしれない。

　双方が切り分け係になる方法
　ところで，上記の方法でひとつ気になるのは，「兄弟のうちどち
らか一方が」ケーキを切り分けるという点である。あなただったら，
切り分け係をしたいであろうか，それとも選ぶ側にまわりたいであ
ろうか。切り分け係の方も選ぶ側も，慎重さが要求される点では同
じなのであるが，切り分け係は相手がどちらを選んでも自分が損を
することがないように慎重にナイフを入れることになるのに対し，
選ぶ側は，どちらを選ぶと得をするかを慎重に考えることになる。
つまり，切り分け係にはせいぜい損をしなかったという満足が与え
られるのに対し，選ぶ側には得をしたという満足が与えられるので
はあるまいか。このように考えると，「どちらか一方が」という点
でまた紛争が生じるおそれもあり，この点で行き詰まっていつまで
もケーキを食べられないという事態も予想される。
　これを打開する方法は，ケーキを任意に 2つに分け，兄弟がそれ
ぞれその約半分のケーキについて切り分け係となる。そうして全体
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として 4つに分けられたケーキのうち，相手方の切り分けたうちか
ら選んだ 1つと，自分が切り分けたうちから相手方が選んだ残りの
1つの合計 2つが自分のものになるという方法を採用することであ
る（最初に任意に 2つに分ける際には，理論上はどちらが多くなってもか

まわないが，大きな方についての切り分け係は上記の主観的満足度が少な

くなるおそれがあるので，ほぼ同じ大きさにしておく方が望ましい）。

　敗者を作らない紛争解決
　以上のように，この第 6の方法は，紛争当事者の満足という主観
を大切にするものである。客観的な公平が与えられることは一つの
価値であるが，神ならぬ身では客観的事実を知り得ない以上，主観
的な満足度は重要であるというべきである。一般に紛争解決におい
て重要なことは，敗れた側が納得する理由を示すことである。裁判
所の判決に結論（主文）とともに判決理由が付いていることは，
ルールがわかりやすくなる（他のやや異なる事案についての同じような

処理がなされるべきか否かの判断材料となる）というメリットがあるか

らだけではなく，敗訴当事者の納得が得られ，裁判に対する信頼を
確保するという必要からも重要なのである。
　この第 6の方法は，そもそも敗者を作らないという点がポイント
である。法というものについては，ともすれば，勝者と敗者を決め
る道具というイメージがあるかもしれないが，現実の社会における
紛争解決としては，敗者を作らない方法を用いることができればそ
れにこしたことはないのである。実際，紛争解決方法として最も多
用されているのは，事の性質上統計はないが，話し合いの結果一定
金額を支払うといった和解であることは明らかである。既述の調停
や取引はその種のものである。当事者双方の満足度の和でみると，
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この第 6の方法は，調停や取引がうまくいった場合と同様に最も高
いレベルにあると言えよう。しかも，この方法の強みは調停や取引
と異なり，必ず決着をつけることができるという点にある。

3　3人で敗者を作らない分け方

　では，次に，じゅん君とだい君に妹のまゆちゃんがいる場合，で
きることなら，敗者を作らないように，3人で 1つのケーキを分け
る方法について考えてみよう。
　まず，誰か 1人が，自分がどちらになってもいいようにケーキを
2つに分ける。そして，残りのうちの 1人が，その一方を選ぶ。こ
の段階までは，ケーキを 2人で分ける場合と同じであり，この 2人
はともに満足した状態にある。そこで次に，この 2人は，それぞれ，
自分の手元にあるケーキを 3つに分ける。この場合も，クリームを
あっちからこっちに移したりしながら調整して，その 3つは自分に
とって同価値であるように分け，その 3つの中のどの 2つが自分の
ものになっても不満がないようにする。そして，最後に，ここまで
は見ているだけであった 3番目の子が，それぞれ 3つに分けられた
2人の子の手元にあるケーキの中から，好きなものをひとかけらず
つ選ぶ。こうして，各自，もとのケーキの 3分の 1を得ることにな
る。もちろん，客観的には正確に 3分の 1ではないが，各自自らの
選択により主観的には平等に分けられている。もっとも，最後に選
んだ子は，主観的には自分が一番大きいと思っているだろうけれど
も。
　なお，最初から一番はじめの子が，主観的に 3等分すればいいで
はないかとの疑問があるかもしれない。便宜のため，最初に分ける
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子をじゅん君，そうして分けられた 1つずつを A，B，Cと呼ぶこ
とにする。確かにこのような方法でうまくゆく場合もある。残りの
2人が，それぞれ違う 2つを選ぶ場合，すなわち，だい君は Aをま

ゆちゃんは Bを選ぶ場合には，残った Cがじゅん君のものという
ことになり，1回で解決がつく。また，だい君もまゆちゃんも Aを

選んだ場合にも，この 2人が Aの次にいいと考えるものについて
も意見が一致し，ともに Bが 2番目にいいという場合にはうまく
ゆく。つまり，じゅん君は残る Cで確定し，その後，たとえばだ
い君が，Aを減らして Bを増やす調整をして，だい君にとって A

と Bとが同価値になるようにし，その後で，まゆちゃんがそのう
ちの好きな方を選べばいいのである。ところが，だい君とまゆちゃ
んがともに一番いいものとして Aを選び，その次にいいものにつ
いて意見が分かれてしまった場合には，うまくゆかないのである。
つまり，この方法はいつもうまくゆくとは限らないという欠陥を持
っているわけである。なお，じゅん君が 3つに分け，だい君がその
うち上位の 2つ A及び Bを取り，だい君がその 2つを調整して主
観的に同価値とし，その一方をまゆちゃんが選ぶということでうま
くゆくではないかとの疑問も持つ人のために付言すると，これは，
結局のところ上記と同じことであり，だい君が 2つを選ぶのを見て
いたまゆちゃんが，最初の段階でだい君が取らなかった Cがいい

と思っていた場合には，まゆちゃんにとって満足のゆく解決とはな
らないのである。
　これに対し，まず 2つに分けて，それから各々を 3つに分けると
いう処理の方は，n人にケーキを分ける方法として，一般化できる。
すなわち，P1がまず 2つに分け，P2がそのうち好きな方を選び，
それから，P1，P2それぞれが自分の手元にあるケーキを 3つに分
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け，P3がそれぞれから 1つずつ好きなものを選び，さらに，そう
やって P1，P2，P3にとって主観的に 3等分された後，各自が自分
の手元にあるものを 4等分して，今度は P4がそれぞれから好きな
ものを 1つずつ選び，さらに，……というように，（n－1）人が，
各自の手元にあるケーキを n等分して最後の 1人 Pnが各々から 1

つずつ選択するまで，これを繰り返すのである。

＊　　　＊　　　＊

　もっとも，こんなにケーキをばらばらにしてしまうと，食べられ
なくなってしまいますが……。なお，みんなが切り分け係になると
いう一般的方法もひまがあったら考えてみて下さい。
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　次の状況について，1，2，3の問いに答えなさい。なお，「建物
の区分所有等に関する法律」という法律があり，これが本件には
適用されるのであるが，以下の問いはこの法律の解釈適用ではな
く，自分で解決策を考えてみることを目的としているので，この
法律は存在しないものとする。
　ある集合住宅（いわゆるマンション）において，エレベータが
老朽化したため，新しいエレベータに取り替える必要が生じた。
この建物は 10 階建てで，各フロアに 1戸ずつ，計 10 世帯が入居
しており，建物の専有部分のほかは，土地も含めて，各戸同じ割
合による共有である。そして，エレベータの取替えに要する費用
は，2000 万円である。なお，このマンションには，規約はなく，
また，修理のための積立金もない。
　入居者が集まって議論をしたところ，次のような意見がだされ
た。
　A（8階の人）　「エレベータの取替えを実行するか否か，実行す
る場合の各戸の負担額が問題だが，多数決で決めればよい。過半
数では問題があるとしても，5分の 4の賛成があればいいであろう。
そこで，提案するが，10 階の人が全部の費用を負担して取り替え
るということにしてはどうか。9階と 10 階の人で負担するという
ことでもいいけれども，どうですか，Bさん」
　B（9階の人）　「10 階の人だけで費用を負担して取替えを実行
するというAさんの提案に賛成」
　C（10 階の人）　「そのような決め方には反対する」
　D（1階の人）　「いずれにしても，私はエレベータを一度も使っ
たことがないし，これからも使わないから，費用を負担するつも
りは全くない」
　E（2階の人）　「私もエレベータはめったに使わないし，これか
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らは決して使わないことを約束するから，費用の負担はしない」
　F（5階の人）　「そのようなことをおっしゃるのならば，私の家
族は全員，健康のためエレベータは使わないことにしているので，
利用する人達で費用を負担して取り替えればいいではないか」
……以下，混乱。
　1　Aさんの考え方に対する批判を述べなさい。
　2　D，E，Fさんの意見をどのように考えるか，あなたの意見
を述べなさい。
　3　上記の1及び2を踏まえて，あなたが法律家として取りま
とめを依頼されたとして，どのような内容の提案をどのような方
法で決めるのが妥当だと考えるか，そしてそれがなぜ妥当である
のかについて説得力ある理由を述べなさい。

＊　　　＊　　　＊

　すぐに次を読まないで，自分で考えてみることが大切です。

1　多数決の妥当する領域と妥当しない領域

　この問題は，多数の利害関係人の利益の調整，そういった場合の
多数決という決定方法について考えてみようとするものである。
　法律のさまざまな分野を眺めてみると，本件のマンションの住人
のように，多くの利害関係人が何らかの集団あるいは団体を形成し
ていて，その中での利益の調整が求められる場面がいくつか目につ
く。その典型的な場合は，会社や労働組合などの団体の内部関係を
めぐる法律問題である。ここでは，会社法の中から株主総会におけ
る多数決の濫用に関する法理を参考のためにみてみよう。株式会社
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